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 会 議 録 

審議会等の 

名称 

令和３年第９回教育委員会（定例会） 

開催日時 令和３年８月３１日（火）１４：００～ 

開催場所 山口市役所別館１階第１会議室 

公開・部分公

開の区分 

非公開 

出席者 藤本教育長、山本委員、佐々木委員、横山委員、竹内委員、佐藤委員、角川委員 

欠席者  

事務局 兒玉教育部長、古賀文化財担当理事、三輪教育部次長、河村教育総務課長、藤原教育施

設管理課長、宮﨑学校教育課長、江村社会教育課長、米冨文化財保護課長、松冨中央図

書館長、杉本保育幼稚園課長、伊藤保育幼稚園課副主幹、伊藤教育総務課主幹、戸嶋教

育総務課主査 

付議案件  議   案  

（１）学校の廃止について（山口市立鋳銭司幼稚園、山口市立名田島幼稚

園、山口市立二島幼稚園、山口市立秋穂幼稚園）  

（２）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（学校設置条例の一部を改正する条例について）   

（３）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（令和２年度教育費決算の概要について）   

（４）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（山口市立小中学校校務用コンピューター等の取得について）  

（５）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（山口市立小中学校教育用コンピューター等の取得について）  

（６）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（徳地地域複合型拠点施設整備徳地文化ホール改修工事の請負契約

の一部を変更することについて）  

（７）議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出について  

（令和３年度一般会計補正予算について）   

（８）教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関

する報告書について   

（９）令和４年度使用一般図書の採択について   

（１０）教育財産の所管換えについて   

（１１）教育財産の所管換えについて  

 

報    告  

（１）令和３年９月定例市議会への報告事項について  

（損害賠償の額を定めることに関する専決処分について）  
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 藤本教育長 こんにちは。 

ただ今から令和３年第９回教育委員会定例会を開催します。 

会議録の署名につきましては、横山委員さんと角川委員さんにお願い

したいと思います。 

本日は議案１１件、報告１件となっております。 

まずこの議案の公開、非公開を確認します。議案第２号から、議案第

７号、及び報告１号につきましては市議会に上程する事案であり、議案

第８号につきましては決算に関する事案、そして議案第９号につきまし

ては一般図書の採択に関する案件ですので、非公開にしたいと思います

ので、よろしいでしょうか。 

非公開に賛成される方は、挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

それでは、議案第２号から議案第９号、及び、報告１号につきまして

は、「山口市教育委員会会議規則第９条の２」に基づき、秘密会により

審議いたします。 

本日は審議する順番を公開できるものから始めたいと思います。 

それでは、議案第１号の「学校の廃止」について事務局から説明をお

願いします。 

杉本保育幼

稚園課長 

議案第１号、学校の廃止について説明します。 

議案集の１ページをご覧ください。 

説明につきましては、議案参考資料の１ページをもとに説明させてい

ただきます。 

山口市南部地域にあります、鋳銭司幼稚園、名田島幼稚園、二島幼稚

園、及び秋穂幼稚園の公立幼稚園４園につきましては、下の参考の表に

ありますとおり、近年、入園児童数が年々少なくなっており、定員を大

幅に下回り、集団教育の確保が難しくなっている状況にあります。 

一方で本市全体において、保育ニーズが高く、保育園については、待

機児童が発生している状況です。議案参考資料２ページから４ページに

抜粋で掲載しております、令和２年３月に作成しました第２次山口市子

ども子育て支援事業計画におきましても、これらの課題を解消するため、

令和４年４月の解決を目標に鋳銭司幼稚園、名田島幼稚園、二島幼稚園、

秋穂幼稚園の再編統合による認定こども園化を推進する方針としており

ます。この再編統合に向け、平成３０年度から南部４園がある、それぞ

れの４地域において、在園児保護者、地域関係団体等、及び行政を構成

員とする幼稚園のあり方に関する研究会を設置し、令和元年度からは南

部４地域全体において合同研究会を設置し、地域の皆さんのご意見をい

ただきながら検討を進めてまいりました。 

その結果、当該南部４園につきましては、統廃合する結論に至り、当
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該地域に新たに教育と保育を一体的に行う幼保連携型認定こども園とし

て山口市立山口みなみこども園を設置することとし、当該南部４園につ

いて令和４年３月３１日をもって廃止することとしたものです。 

なお、新たに設置する、認定こども園の詳細は、議案第２号の条例議

案の説明の際に説明させていただきます。 

藤本教育長 それでは、議案第１号につきまして、意見、ご質問等はありません。 

意見、質問等がないようでしたら、議案第１号について承認される方は

挙手をお願いいたします。 

 （全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして、議案第１０号、及び議案１１号の「教育財産の所管換え」

について、事務局から説明をお願いいたします。 

藤原教育施

設管理課長 

議案第１０号及び１１号についてご説明いたします。 

議案資料①、４５ページをご覧下さい。 

これは、興進小学校グラウンド西側及び北側の市道を拡幅するため、

学校用地の山口市江崎字西今津三２２９９番１の一部、今津山西弐１０

３４１番２の一部、合計２２７.７２㎡を道路河川管理課に所管換えをい

たすものでございます。 

議案参考資料②、１６ページから２０ページをご覧下さい。１６ペー

ジが付近見取り図です。１７ページが現地写真、１８ページが用地実測

図、１９ページが用地面積計算表、２０ページが断面図でございます。

１６ページから１８ページの赤色で示しております部分、及び１７ペー

ジの写真１から写真６の赤線部分が、このたびの市道拡幅部分で道路河

川管理課への所管換えをお諮りする箇所です。 

このたびの市道拡幅は、地元の要望を受け、車の離合を可能にするも

のでございます。この市道拡幅により、幅員は３.２ｍから５.８ｍとな

り、２.６ｍ拡がります。この市道は、児童の通学路として利用しており

ますことから、登下校時の安全性が高まると考えております。 

また、市道拡幅に伴い、グラウンド下の傾斜の緩やかな法面及び市道

沿いのグラウンドの一部を掘削いたしますが、グラウンドが狭くならな

いよう、法面を急こう配のブロック積擁壁に変えますことから、グラウ

ンドへの影響につきましては、６０㎝程度で、実際には樹木の外側部分

に設置することから、特に影響はないものと考えております。 

なお、工事期間につきましては、本年度から３年程度を予定しており

ます。 

続きまして、議案①、４６ページをご覧下さい。これは議案第１０号

でご説明いたしました市道拡幅に伴い、ゴミステーションを移設するた

め、学校用地の山口市江崎字西今津三２２９９番１の一部、８.５５㎡を
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清掃事務所に所管換えをいたすものでございます。こちらも、議案参考

資料②、１６ページから２０ページをご覧下さい。１６ページの付近見

取り図の緑色で示しております部分が、このたびのゴミステーションの

移設予定部分で清掃事務所への所管替えをお諮りする箇所です。１７ペ

ージの写真１及び写真２のとおり、学校用地の一部に、以前からゴミス

テーションが設置されておりましたが、市道拡幅の支障となり、移設す

る必要が生じたことから、地元からの要望を受け、市道拡幅と合わせて

グラウンドの法面の一部を掘削し、ゴミステーションの移設地とするも

のです。 

以上で説明を終わります。ご審議をお願いいたします。 

藤本教育長 それでは議案第１０号、及び議案第１１号について意見、質問等はあ

りませんか。 

無いようでしたら、承認される方は挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 

はい、ありがとうございます。それでは原案のとおり承認します。 

それでは議案に移ります。 

議案第２号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出（学校

設置条例の一部を改正する条例）」について、事務局から説明をお願い

します。 

杉本保育幼

稚園課長 

議案第２号「議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出」につい

て説明をします。 

議案集②の２ページから６ページまでをご覧ください。 

説明につきましては議案参考資料の５ページをもとに説明させていた

だきます。 

議案第１号で説明しました、南部地域の幼稚園４園を廃止し、新たに

認定こども園を設置することについて、幼稚園の廃止については「山口

市立学校設置条例」の改正、認定こども園の設置については、「就学前

の子どもに関する教育、保育等の統合的な提供の推進に関する法律」第

１２条の規定に基づき、新たな条例を制定し設置する必要がありまして、

山口市議会９月定例会に議案を提出する予定としておりますが、山口市

立学校設置条例の改正が教育に関する部分に該当することから、「地方

教育行政の組織、及び運営に関する法律」第２９条の規定に基づき、事

前に教育委員会に意見を伺うものです。 

条例の内容につきまして、まず新たに設置する認定こども園につきま

しては、条例第１条の規定のとおり、教育と保育を一体的に行う幼保連

携型認定こども園として設置するものです。名称、及び位置につきまし

ては、第２条に規定する規定のとおり、名称を「山口市立山口みなみこ

ども園」、位置を現鋳銭司幼稚園の位置とするものです。 



- 5 - 

対象児童につきましては、第３条に規定のとおり、幼稚園認定につい

ては３歳児クラスからの受け入れ、保育認定については１歳児クラスか

らの受け入れとしております。なお、定員については参考の表のとおり、

全体で５０人の定員としております。 

条例の施行期日につきましては、附則第１項のとおり、工期の遅れな

どの不測の事態を想定し、施行期日を規則委任としておりますが、現在

のところ、工事も予定通り進んでおり、１２月２０日に完成予定でして、

基本的には令和４年４月１日施行となる予定です。 

附則第２項につきましては、条例施行前に入園申し込みの受付を行う

必要がありますことから、準備行為の規定を設けるものです。 

附則第３項につきましては、山口市立学校設置条例を改正し南部地域

の幼稚園４園を廃止する改正を行っております。 

説明については以上です。 

藤本教育長 議案第２号につきまして、意見質問等はありませんか。 

山本委員 今の定員についてですが、参考と書いてあるところを見ると、まだこ

れは確定ではないと理解してよろしいのでしょうか。 

杉本保育幼

稚園課長 

この人数でほぼ確定させていこうと思っております。 

施設の面積等も児童の数によって決まりますことから、基本的にはこ

の人数でと思っています。 

山本委員 続いてよろしいでしょうか。現状で子どもたちが２２人ということに

対して、定員５０人としてされておりますが、何か見通しみたいなもの

はあるのでしょうか。 

杉本保育幼

稚園課長 

先ほど御指摘がありました定員のところで、ご覧いただければと思い

ます。１号は教育、２・３号は保育となっております。 

１号の教育は、今、委員さんが言われました２２名のところの区分に

なります。こちらについては幼稚園のそのままの移行ということですの

で、定数は少し大きいですが、ほぼ３０名弱から２０名の予測がされて

います。 

それから２・３号の保育の部分につきましては、南部地域の川東地域

においても、需要と供給のバランスを見てみますと、まだまだ需要の方

が大きいと予測していまして、また隣接の小郡地域につきましては、不

足している状況です。 

そういったことから２・３号の保育部分については、埋まると考えて

おります。 

佐藤委員 ４園がなくなり１園ということは、かなり広域になると思うのですが、

今は各園に行って、そこから車で園の車というか、先生方が一カ所に集

まって、保育されているようなことを以前、学校訪問の時に伺ったので

すが、通園バスみたいなものを準備されるのですか。 

杉本保育幼 鋳銭司地域は鋳銭司幼稚園の所に新しい幼稚園ができますことから、
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稚園課長 そちらの方についてはバスの運行はしません。 

その３地域につきましては廃園になりますことから、現状と一緒のバ

スを運行させていただいて、子どもたちを幼稚園部に限り、送り迎えし

たいと考えております。 

藤本教育長 それでは他にないようでしたら、議案第２号について承認される方は

挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

ここで保育幼稚園課長は退席します。 

続きまして、議案第３号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見

の申出（令和２年度教育費決算の概要）」について、事務局から説明を

お願いします。 

三輪教育部

次長 

議案第３号「議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出につい

て」（令和２年度教育費決算の概要）についてご説明いたします。 

議案の資料①をご覧ください。 

７ページから２５ページまでが、議案第３号に関するものでございま

す。この内、９ページから１４ページが山口市の一般会計「歳入歳出決

算」に係るもの、１５ページから２５ページが山口市の「財産に関する

調書」でございます。 

この決算の内、教育費に関する部分について、教育委員会の意見を  

求めるものでございます。はじめに山口市一般会計歳入歳出決算の内、

教育費の決算についてご説明いたします。教育費の歳出決算につきまし

ては、議案参考資料②により説明させていただきます。それでは資料②

の７ページをお開きください。一般会計歳出決算の内、教育委員会事務

局全体の歳出の状況についてお示ししております。令和２年度の予算現

額は、当初予算額に前年度からの繰越額、補正予算額を加え、８７億９，

６５１万４千円でございました。これに対し、支出済額は、７２億４１

８万４，７９０円で、執行率は、８１．９％となっておりますが、この

内、翌年度に繰り越した６億８，８５７万９，０４６円を除く執行率は、

８８．９％でございまして、不用額は、９億３７５万１６４円となって

おります。また、令和２年度の支出済額を、令和元年度の支出済額５３

億５，９７２万７，８５９円と比較いたしますと、１８億４，４４５万

６，９３１円の増となっております。これらの内訳でございますが、 

１１ページの支出額内訳をご覧いただきたいと存じます。それぞれ増減

がございますが、主なものを申し上げますと、増につきましては、小学

校費約２８億２千万円、社会教育費約２億８千万円、保健体育費約１億

２千万円がございます。また、減につきましては、中学校費約１３億７

千万円などでございます。 
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次に、支出済額の主なものについて、前年度との比較による増減につ

いて説明いたします。まず、教育費の内、小学校費約２８億２千万円の

増につきましては、小学校の各教室に空調設備を設置したことにより学

校建設費が約２１億５千万円の増、国のＧＩＧＡスクール構想の加速化

に伴い、児童生徒１人一台の配備やキャビネット・ＡＩドリルの導入な

どにより、教育振興費が約５億円の増となったものなどでございます。

次に、中学校費約１３億７千万円の減につきましては、令和元年度に中

学校の各教室に空調設備を設置いたしましたが、昨年度はなかったこと

により、学校建設費が約１３億円の減や、国のＧＩＧＡスクール構想の

加速化により、児童・生徒１人一台の配備やキャビネット・ＡＩドリル

の導入などがあったものの、令和元年度はタブレット端末の導入や校務

用・教育用コンピューターの更新を行っており、教育振興費が約９千万

円の減となったものなどでございます。次に、社会教育費約２億８千万

円の増につきましては、山口南総合センター・徳地文化ホール・大海総

合センターの改修工事等に伴う、生涯学習施設費が約３億９，０００万

円の増、令和元年度に図書館システム更新を行いましたが、昨年度はな

かったため、図書館費が約６，０００万円の減、令和元年度に小郡文化

資料館改修工事を行いましたが、昨年度はなかったことにより、文化財

施設費が約４，０００万円の減となったものなどによるものでございま

す。次に、保健体育費約１億２千万円の増につきましては、学校給食用

調理機器の更新に伴い、学校給食費が約１億円の増となったものなどに

よるものでございます。 

次に、８ページにお戻りください。ここからは、令和２年度の教育委

員会関連予算の決算額について、款、項、目別に、所属毎の内訳をお示

ししております。この内、主な不執行理由についてですが、繰越を除く

執行率が９０％未満で、かつ、不用額が１００万円を超えるもので、職

員人件費や他の所属の所管分を除いたものについて、説明させていただ

きます。まず、１０教育費 １教育総務費 ３事務局費の内、学校教育課

所管分につきましては、支出済額４，２９１万１，２０２円で、執行率

は、８５．０％となっております。これは「学校教育事務局事務費」に

つきまして、新型コロナの影響により各種大会が中止となり、応援金・

出場補助金の執行が見込みを下回ったことなどにより、７５９万４，７

９８円が不用額となったものでございます。 

次に、２小学校費 １学校管理費の内、学校教育課所管分につきまして

は、支出済額９，２５５万８，４７５円で、翌年度繰越額２４８万２，

００円を除く、執行率は、８９．６％となっております。これは「学校

保健事業」において、小学校の学校災害共済給付金の執行が当初の見込

みより少なかったことなどにより、１，０７０万１，５２５円が不用額

となったものでございます。 
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次に、２小学校費 ２教育振興費の内、学校教育課所管分につきまして

は、支出済額９億４，７９９万７，６８１円で、執行率は、８７．８％

となっております。これは「情報教育環境整備事業」において、児童一

人に１台の端末整備・電源キャビネット整備に関する入札減などにより、

１億３，１３０万７，３１９円が不用額となったものでございます。 

次に、２小学校費 ３学校建設費につきましては、支出済額２６億２，

６０２万３，８２０円で、翌年度繰越額２億３，３５７万円を除く、執

行率、８８．０％となっております。これは「小学校施設長寿命化事業」

における工事費の入札減や、「小学校施設安心安全推進事業」「小学校

施設空調設備整備ＰＦＩ事業」において繰越分の不用額について減額補

正ができないことなどより、３億５,９２６,９３１円が不用額となった

ものでございます。 

次に、３中学校費 、１学校管理費の内、教育総務課所管分につきまし

ては、支出済額１億７,５２９万３,９４３円で、翌年度繰越額１,７１８

万８,０００円を除く、執行率は８９.８％となっております。これは、

「学校管理運営費」において、中学校の電気代が当初の見込みを下回っ

たことなどにより、１,９９０万１,０５７円が不用額となったものでご

ざいます。同じく、１学校管理費の内、学校教育課所管分につきまして

は、支出済額４,７８６万９,８８４円で、翌年度繰越額８１万２,０００

円を除く、執行率は８０.４％となっております。これは、小学校費と同

様に、中学校の学校災害共済給付金の執行が当初の見込みを下回ったこ

となどにより、１,１６９万３,１１６円が不用額となったものでござい

ます。 

次に、９ページでございます。２教育振興費の内、学校教育課所管分

につきましては、支出済額４億８,２００万６,９６９円で、執行率は 

８６.３％となっております。これは、小学校費と同様に、中学校の端末

整備等に関する入札減などにより、７,６７７万３１円が不用額となった

ものでございます。 

次に、３学校建設費につきましては、支出済額２億１,６３４万５,９

６８円で、翌年度繰越額１億５,５００万円を除く、執行率は、６１.９％

となっております。これは「中学校施設長寿命化事業」における使用料

及び賃借料・工事費などの入札減や、「中学校施設安全安心推進事業」

において繰越分の不用額について減額補正ができないことなどより、 

１億３,３３７万４,０３２円が不用額となったものでございます。 

次に、５社会教育費 ５文化財保護費につきましては、支出済額２億３,

２４１万６,１４１円で、執行率は８９.１％となっております。これは

「築山跡第１期整備事業」におきまして、令和元年度から繰越工事の一

部を設計変更したことなどにより、２,８５３万２,８５９円が不用額と

なったものでございます。 
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次に、７青少年育成費につきましては、支出済額３,２９９万８,９７

１円で、翌年度繰越額２３５万７,９６８円を除く、執行率は８７.５％

となっております。これは「子どもの居場所づくり推進事業」「地域ぐ

るみ子育て支援事業」などにおいて、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、事業規模の縮小したことなどにより、４６９万６,０６１円が不

用額となったものでございます。 

次に、１０ページでございます。６保健体育費 ２学校給食費の内、教

育施設管理課所管分につきましては、支出済額５,００７万４,２８１円

で、翌年度繰越額４,５８０万円を除く、執行率は８１.０％となってお

ります。これは「学校給食施設管理費」において、変更契約の増額分が

見込みを下回ったことなどにより、１,１７１万５,７１９円が不用額と

なったものでございます。 

次に、１１災害復旧費 ３文教施設災害復旧費 １公立学校施設災害復

旧費につきましては、執行がございません。これは、対象となる事案が

なかったことによるものでございます。 

続きまして、資料が変わりまして、資料①の１５ページをご覧くださ

い。財産に関する調書でございますが、この内、教育委員会に関するも

のにつきましてご説明いたします。まず、上側の表は、公有財産のうち、

土地及び建物についてお示ししているもので、この中で教育委員会に関

係するものは、公共用財産の学校がございます。この内、土地につきま

しては、令和２年度に、７２４.０２㎡の減、年度末現在高は、１０５万

９,５４４.１２㎡となっております。この土地の増減の内容につきまし

ては、阿知須中学校用地の一部を水路及び水路管理道設置のため道路河

川管理課への所管替えや、旧島地中学校及び島地小学校用地の一部を急

傾斜地崩壊対策事業として実施するための山口県への寄付などによるも

のでございます。 

次に、資料は１５ページと１６ページになりますが、建物につきまし

ては、令和２年度中に、木造が２９㎡の減、非木造が２５.６８㎡の増、

年度末現在高は、木造が８,０４６.４６㎡、非木造が２６万８,０９３.

０６㎡、合わせて２７万６,１３９.５２㎡となっております。これは、

川西中学校の屋外トイレについて、木造の物を取り壊し、非木造の物を

建てたことによるものでございます。 

続きまして、１８ページをご覧ください。（７）「出資による権利」

についての表でございます。この中で教育委員会が関係しているものは、

ページ中程にございますが、（一財）山口県教育会に対する出えん金が

ございます。これにつきましては、令和２年度中の増減はなく、年度末

現在高は、４０３万１,０００円でございます。 

続きまして、２２ページをご覧ください。上から４番目の（１６）山

口市文化財保護基金についてでございます。これは、文化財の保護管理
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及び修理に要する資金を積み立てるもので、令和２年度中に、利息分の

３０４円の積立により、年度末現在高は、３０４万３９８円となってお

ります。 

続きまして、２５ページをご覧ください。一番下の表、（２７）山口

市奨学基金についてでございます。貸付金については、令和２年度中に、

５７万７,５００円の減で、年度末現在高は、２,５８１万５,０００円に、

また現金については、令和２年度中に、１１８万３,５２４円増加し、年

度末現在高は、６,９６５万４,３４２円となっております。 

議案第３号についての説明は以上でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

藤本教育長 それでは議案第３号につきまして、意見、ご質問等ありませんか。 

意見、質問等がないようでしたら、議案第３号について承認される方

は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして議案第４号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申出（山口市立小中学校校務用コンピューター等の取得）」について、

事務局から説明をお願いします。 

宮﨑学校教

育課長 

それでは資料①、議案集の２６ページをお開きください。 

議案第４号「議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出」の山口

市立小中学校校務用コンピューター等の取得について説明します。 

去る７月８日に、条件付一般競争入札を行い、落札業者が決定いたし

ましたので、その請負契約を締結することについて、議会の議決を求め

るものでございます。 

議案第４号山口市立小中学校校務用コンピューター等の取得について

は、取得価格２,５４１万円、取得先が山口市駅通り１丁目７番１４号、

山口市視聴覚機器株式会社、代表取締役 河部秀幸。本案件は、山口市

立小中学校の教職員が校務事務や成績処理、教材作成などを行うための

校務用コンピューターで現在導入しているコンピューターが納入後５年

が経過し、老朽化による故障なども目立つことから、計画的に更新を行

うものです。更新校につきましては、良城小、宮野小、佐山小、鋳銭司

小、串小、柚野木小、大内中、氷上分校、湯田中、導入台数は予備機を

含めて、２２０台です。 

以上で、議案第４号の説明を終わります。 

藤本教育長 それでは議案第４号につきまして、意見、ご質問等ありませんか。 

意見、質問等がないようでしたら、議案第４号について承認される方

は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 
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それでは原案のとおり承認します。 

続きまして議案第５号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申出（山口市立小中学校教育用コンピューター等の取得）」について事

務局から説明をお願いします。 

宮﨑学校教

育課長 

続きまして資料①、議案集の２８ページをお開きください。「議会の

議決を経るべき議案に対する意見の申出」について、山口市立小中学校

教育用コンピューター等の取得について説明します。これも、去る７月

８日に、条件付一般競争入札を行い、落札業者が決定いたしましたので、

その請負契約を締結することについて、議会の議決を求めるものでござ

います。議案第５号 山口市立小中学校教育用コンピューター等の取得

については、取得価格２,３６７万７,５００円。取得先は山口市宝町１

番７６号、中国芝浦電子株式会社、代表取締役 河村 利夫（かわむら 

としお）。本案件は、山口市立小中学校のコンピューター教室等に配置

している、児童・生徒が学習用に使用するコンピューターで、現在導入

しているコンピューターが導入後５年が経過し、老朽化による故障等も

目立つことから、計画的に更新を行うものです。更新校につきましては

白石小・大殿小・井関小・白石中・秋穂中。導入台数は予備機を含め１

７５台となっています。以上で議案第５号の説明を終わります。 

藤本教育長 それでは議案第５号につきまして、意見、ご質問等ありませんか。 

意見、質問等がないようでしたら、議案第５号について承認される方

は挙手をお願いします。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして議案第６号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見の

申出（徳地地域複合型拠点施設整備徳地文化ホール改修工事の請負契約

の一部を変更すること）」について事務局から説明をお願いします。 

江村社会教

育課長 

それでは議案資料①、３０ページ、３１ページをお開きください。 

議案第６号（徳地地域複合型拠点施設整備徳地文化ホール改修工事の

請負契約の一部を変更すること）についてです。 

令和７年１０月に締結した工事の請負契約の一部を下記のとおり変更

することについて、山口市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例の第２条の規定により、市議会の議決を求めるもの

です。契約金額は、３８３,４６０,０００円から、３９４,４７４,３０

０円、１１,０１４,３００円の増額理由といたしましては、改修工事に

おいて、工事着手後の施行数量調査や撤去解体作業の結果、外壁のコン

クリートや既存のタイルの劣化が確認され、その改修内容を追加する必

要があるためです。 
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以上で議案第６号の説明を終わります。 

藤本教育長 

 

それでは、議案第６号について意見、質問等はありませんか。 

無いようでしたら議案第６号について承認される方は挙手をお願いし

ます。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして、議案第７号の「議会の議決を経るべき議案に対する意見

の申出（令和３年度一般会計補正予算）」について事務局から説明をお

願いします。 

藤原教育施

設管理課長 

 

それでは議案①、３２ページをご覧ください。議案第７号「議会の議

決を経るべき議案に対する意見の申出について」をご説明いたします。

３３ページをご覧ください。「令和３年度山口市一般会計補正予算（第

９号）」でございます。３４ページ、３５ページをご覧ください。第１

表、歳入歳出予算補正でございます。歳入でございますが、款１６、項

１国庫負担金 ５,２６７万９千円、款２３、項１市債 １億８,５７０

万円の内、１億７,１１０万円を計上いたしております。歳出でございま

すが、款１０教育費、項２小学校費 ２億７,９８３万円計上いたしてお

ります。３６ページをご覧ください。第２表、繰越明許費補正の追加で

ございます。款１０教育費、項２小学校費、小学校施設増改築事業 ４

億５,９８０万円を計上いたしております。３７ページをご覧ください。

第３表、債務負担行為補正の廃止でございます。令和４年度に設定した

債務負担行為、嘉川小学校校舎増改築事業１億４,５８０万円及び大内南

小学校校舎増改築事業１億３,４０３万円の廃止を計上いたしておりま

す。 

これは、嘉川小学校・大内南小学校の校舎増改築工事を令和３年度か

ら令和４年度の２か年で実施する予定といたしておりましたが、来る７

月１６日に、国の負担金が令和４年度分も含めた金額で令和３年度に、

単年度交付金としての決定となりましたことから、国の交付金予算と合

わせるために、令和４年度に実施する予定としておりました事業費２億

７,９８３万円を令和３年度に増額補正いたすと同時に、実質、この工事

について必要な期間、来年度の工事の期間を確保するため、繰越明許費

を計上いたし、このことから、令和４年度の債務負担２億７,９８３万円

を廃止するようになったものでございます。 

以上で教育施設管理課分は、以上でございます。 

米冨文化財

保護課長 

 

続きまして、繰越明許費のうち、文化財保護課所管分について説明を

します。 

議案資料①の３６ページをご覧ください。 

款１０教育費、項５社会教育費の内、築山跡第１期整備事業につきま
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して、３，０１０万円を翌年度に繰り越そうとするものです。これは大

内氏館跡築山跡駐車場の整備工事の着手に一通り日数を要し、工事が年

度内に終了しないことから、翌年度に繰り越そうとするものです。 

以上で議案第７号について令和３年度一般会計補正予算の説明を終わ

ります。 

藤本教育長 それでは、議案第７号について意見、質問等はありませんか。 

無いようでしたら、議案第７号について承認される方は挙手をお願い

します。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして議案８号「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検

及び評価の結果に関する報告」について事務局から説明をお願いします。 

三輪教育部

次長 

それでは、議案第８号についてご説明いたします。 

議案の資料①の４０ページでございます。「教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書」について、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２６条の規定により、議会に提

出することにつきまして、お諮りするものでございます。 

報告書（案）につきましては、本日配布の資料Ａをご覧ください。こ

の報告書（案）につきましては、先月の定例会におきまして、「スプリ

ングレビュー」として事務局が行いました事務の点検評価について説明

をさせていただくとともに、報告書（案）に関する外部有識者からのご

意見の概要をお示しし、ご協議をいただきました。 

今回、委員の皆様や外部有識者の方々からのご意見などを踏まえ、修

正を加えるともに、記載内容を再確認いたし、字句等の修正なども行っ

ております。例えば、４ページ、山本委員のご指摘がありました、指標

に対する評価の記述についてですが、学校の児童生徒一人当たりの貸出

冊数が増えた要因が書かれてなかった分で、「コロナの影響による行事

の代替などで、図書館を利用する機会が増えたこと」との記述を追加し

ております。 

また、４３ページの図書館での市民一人当りの貸出点数が減った要因

は、コロナの影響による臨時休館や感染拡大に伴い来館を控える方が増

えたことなどですが、今後の取組として「図書館サービス計画をさらに

推進し、貸出サービスの充実を図ること」の記述を追加するなど、指標

の増減について数値が大きく変化している場合には、その要因や今後の

取組を記述するなど、できるだけわかりやすい評価内容になるよう修正

を加えております。 

この度、事務局において、最終報告書（案）として整理したものを、

改めてお示ししたところでございます。記載内容につきまして、抜本的
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な変更点はなく、先ほど申し上げた内容の追加や、字句等の修正が中心

となっておりますことから、詳細の説明については省略させていただき

たいと存じます。 

以上で議案第８号についての説明を終わります。 

藤本教育長 それでは、議案第８号について意見、質問等はありませんか。 

無いようでしたら、議案８号について承認される方は挙手をお願いし

ます。 

（全員挙手） 

 

それでは原案のとおり承認します。続きまして議案第９号の「令和４

年度使用一般図書の採択」について事務局から説明をお願いします。 

宮﨑学校教

育課長 

それでは、議案第９号につきまして、資料①の議案集４１ページをご

覧ください。 

議案第９号につきましては「令和４年度使用一般図書の採択について」

でございます。 

小・中学校において使用する教科書は、学校教育法第３４条等に基づ

き、検定済教科書又は文部科学省著作教科書を使用することとされてい

ますが、特別支援学校並びに特別支援学級においては、学校教育法附則

第９条によって、検定済教科書又は著作教科書以外の教科用図書を使用

することができると定められています。この規定により用いられる教科

用図書は通例、一般図書とも呼ばれていますが、これらは主に特別支援

学級などにおいて、知的障害などのために特別な教育課程を編成する児

童生徒を対象として用いられています。 

一般図書は、児童生徒の個々の状況に適切なものを選ぶことが好まし

いため、学校を設置する市町村や都道府県教育委員会の権限で児童生徒

の状況を踏まえて毎年採択することとされています。このたびの採択に

あたり、各小・中学校において児童生徒の障害等の状況に応じ、それぞ

れに適した一般図書について十分な調査・検討が行われ、申請がありま

した。検討委員会において採択案を審議しましたのでご報告させていた

だきます。 

以上で議案第９号についての説明を終わります。 

藤本教育長 それでは議案第９号について意見質問等はありませんか。 

無いようでしたら、議案第９号について承認される方は挙手をお願い

します。 

（全員挙手）） 

 

それでは原案のとおり承認します。 

続きまして報告第１号の「損害賠償の額を定めることに関する専決処

分」について事務局から説明をお願いします。 
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米冨文化財

保護課長 

 

報告第１号、「損害賠償の額を定めることに関する専決処分」につい

てご説明をします。 

議案資料①の４８ページをご覧ください。 

これは損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定により報告する

ものです。 

専決処分の内容ですが、令和３年、２月２５日、午後４時２０分頃、

山口市吉敷中東３丁目１-１医療法人山本歯科クリニックの敷地内にお

いて発生した公務中の車両による損害事故に対するものです。記載して

おります損害賠償額を支払うことで、損害賠償の相手方との示談が整い、

令和３年、８月１６日に専決処分を行いましたので、市議会に報告する

ものです。 

以上で、報告第１号「損害賠償の額を定めることに関する専決処分」

についての説明を終わります。 

藤本教育長 それでは報告第１号について、各委員から意見があればお願いします。 

山本委員 駐車場の中での事故ですか。 

米冨文化財

保護課長 

駐車場というより、交差点のところで左折をしたのですが、そこの左

折の部分が非常に鋭角で車の内輪差を読み誤って、そこにちょうどブロ

ック塀があって、そこに接触して破損したということです。 

山本委員 ブロック塀の方が破損したということですか。 

米冨文化財

保護課長 

車も当然傷ついておりますけれども。 

藤本教育長 その他によろしいですか。 

無いようでしたら、以上で本日の付議案件については終了いたします。 

次回の定例会は、こちらの第１会議室で、９月２９日水曜日の午後２

時からの予定になります。 

以上で、令和３年第９回教育委員会定例会を閉会いたします。 

署名 上記のとおり相違ありません。 

 令和３年 月  日 

 

教育長              

 

署名者              

 

署名者              

 

会議録調製            

 

 


